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 (10)  山林についての相続税の納税猶予及び免除（「申告書第８の３表、第８の３表の付表、第８の７表、

第８の８表」92ページ参照）

   特例の概要は、次の図のとおりです。 

森
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者
）
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（
先
代
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）

被
相
続
人

農林水産大臣による後継者の確認

〈当初認定〉

計画に従った
山林経営

以下の事項について、農
林水産大臣の確認を受ける
ことを要する。
・ 計画に従って山林経営の
規模の拡大及び作業路網
の整備を実施していること
（１年又は３年ごと）

・ 計画の実行体制

計画に従った
山林経営

以下の事項について、農
林水産大臣の確認を受ける
ことを要する。
・ 計画に従って山林経営の
規模の拡大及び作業路網
の整備を実施していること
（１年又は３年ごと）

・ 計画の実行体制
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特例の対象
となる山林

後
継
者
の
死
亡

相続税の
申告期限

・ 森林経営計画の認定が取り消された場合

・ 特例の対象となる山林の面積の20％を超
える山林を譲渡等※した場合

等

猶予税額
の免除

猶予税額全額と利子税を納付（注）

（注） 20％以下の山林の譲渡等の場合や収用等
による譲渡の場合には、その割合に応じて猶
予税額と利子税を納付

同
左

同
左

同
左

申
告
・担
保
提
供

後継者の相続税額のうち特例
の対象となる山林の８０％に対
応する相続税の納税を猶予

10か月

※ 「譲渡等」とは①譲渡、贈与若しくは転用、②地上権、
永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定、
又は③路網未整備等をいう。

同
左

   

イ 特例のあらまし 

特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林（立木又は土地をいいます。）を有してい

た一定の被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人（「林業経営

相続人」といいます。）が、自ら山林の経営（施業又はその施業と一体として行う保護をいいます。）

を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80％

に対応する相続税の納税が猶予されます（以下猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といい

ます。）。 

この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合には免除されます。なお、免除に際し

ては、その死亡した日から同日以後６か月を経過する日までに、一定の書類を税務署に提出する必

要があります。 

また、山林納税猶予税額が免除されるまでに、特例山林について山林経営の廃止、譲渡、転用な

どの一定の事由等が生じた場合には、山林納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち

切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
（注）１ 「特定森林経営計画」とは、市町村長等の認定を受けた森林法第11条第１項に規定する森林経営計

画であって、次の要件の全てを満たすものをいいます。 

イ 属人計画（対象となる山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして森

林法施行令第３条の規定する基準に適合するもの（森林法施行規則第33条第２号に掲げる場合に該

当するものに限ります。））であること。 

ロ 森林経営計画に森林法第11条第３項に規定する事項（山林の経営の規模拡大の目標及びその目標

を達成するために必要な作業路網の整備など）が記載されていること。 

ハ イ及びロのほか、森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営を実現するために必

要とされる一定の要件を満たしていること。 

２ 「特例山林」とは、特例施業対象山林のうち次ページのロ（ハ）に掲げる要件を満たす山林をいい

ます。 

３ 「特例施業対象山林」とは、被相続人がその被相続人の相続開始の直前に有していた山林のうち相
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続開始の前に特定森林経営計画が定められている区域内に存するもの（森林の保健機能の増進に関す

る特別措置法第２条第２項第２号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除きま

す。）であって、次の要件の全てを満たすものをいいます。 

イ 被相続人又は被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者により相続開始の直前

まで引き続き特定森林経営計画に従って適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。 

ロ 特定森林経営計画に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一

体として効率的な施業を行うことができるものとして一定の要件を満たしていること。 

ロ 特例を受けるための要件 

この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。

（イ） 被相続人の要件

被相続人は、次の①から③までのいずれにも該当する人であること。

① 

相続開始の直前において特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林（森林の保健機能
の増進に関する特別措置法第２条第２項第２号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存
するものを除きます。）であって作業路網の整備を行う部分の面積の合計が100ha以上である山林を
所有している人 

② 

次のイからハの事項についてその死亡の前に農林水産大臣の確認を受けていた人 
イ 特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること 
ロ 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、特定森林経営計画に
従って適正かつ確実に経営及び作業路網の整備を行うものと認められること 

ハ 特定森林経営計画に従って山林の経営の規模拡大を行うものと認められること 

③ 
特定森林経営計画に従って当初認定起算日から死亡の直前まで継続してその有する山林及び他の
山林の所有者から経営の委託を受けた山林の全ての経営を適正かつ確実に行ってきた者として農
林水産大臣の確認を受けてきた人 

（注） 「当初認定起算日」とは、特定森林経営計画に係る被相続人（特定森林経営計画につき過去に森林

法第17条第１項の規定の適用があった場合にあっては、最初の適用に係る認定森林所有者等）が市

町村長等の認定を受けた特定森林経営計画（森林法第11条第３項に規定する事項が記載された最初

のものに限ります。）の始期をいいます。 

（ロ） 林業経営相続人の要件

林業経営相続人は、被相続人から相続又は遺贈によりその被相続人がその相続開始の直前

に有していた全ての山林（特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限りま

す。）を取得した個人であって、次の①から③までのいずれにも該当する人であること。

① 相続開始の直前において、被相続人の推定相続人である人 

② 
相続開始の時から申告期限（申告期限までに林業経営相続人が死亡した場合は、その死亡の日）ま
で引き続き相続又は遺贈により取得した山林（特定森林経営計画が定められている区域内に存する
ものに限ります。）の全てを有し、かつ、特定森林経営計画に従ってその経営を行っている人 

③ 
特定森林経営計画に従って山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として一定の
ものを満たしている人 

（ハ） 特例山林の要件

特例山林は、林業経営相続人が自ら経営を行うものであって、次の①から③までのいずれ

にも該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したも

のであること。 

① 特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されている山林であること 

② 都市計画法第７条第１項に規定する市街化区域内に所在する山林でないこと 

③ 

立木にあっては、相続開始の日からその立木が森林法第10条の５第１項に規定する市町村森林整備
計画に定める標準伐期齢（同条第２項第５号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあって
は一定の林齢）に達する日までの期間が林業経営相続人の相続開始の時における平均余命（注１）
と30年のうちいずれか短い期間を超える場合におけるその立木であること 

（注）１ 平均余命とは、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命（１

年未満の端数を切り捨てた年数をいいます。）をいいます。 

この特例は、相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した山林（特定森林経

営計画が定められている区域内に存するものに限ります。）の全部又は一部について遺産分割がさ

れていない場合には適用できません。 

（ニ） 申告の手続

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに山林納税

猶予税額及び利子税の額に見合う担保（特例山林でなくても差し支えありません。）を提供す

る必要があります。

２
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 なお、この特例は、「特定計画山林の特例」（20ページ参照）の適用を受ける場合には適用す

ることができません。 

（ホ） 納税猶予期間中の手続 

 この特例の適用を受けている林業経営相続人は、山林納税猶予税額が免除されるまで又は山

林納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、原則として、施業整備期

間にあっては当初認定起算日から１年ごとに、施業整備期間の末日の翌日から猶予中相続税額

に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定するまでの期間にあってはその末

日の翌日から３年を経過するごとに、引き続いてこの特例を受ける旨及び特例山林の経営に関

する事項を記載した届出書（この届出書を「継続届出書」といいます。）を提出しなければなり

ません。

 なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、山林

納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。
（注）１ 「施業整備期間」とは、当初認定起算日（前ページのロ（イ）の（注）参照）からその当初認

定起算日以後10年を経過する日までの間にこの特例の適用に係る被相続人について相続が開始

した場合における、その相続の開始の日の翌日からその10年を経過する日又はその相続に係る林

業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいいます。 

２ 「猶予中相続税額」とは、山林納税猶予税額から、既に確定した税額を除いた残額をいいます。 

（ヘ） 山林納税猶予税額の納付 

① 山林納税猶予税額を納付しなければならない場合 

 納税猶予を受けている相続税額は、次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、そ

の相続税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税

務署にお尋ねください。 

（主な場合） 

ａ 

森林経営計画の認定が取り消された場合や、継続して認定を受けることができなかった場合 
（例）イ 「山林経営の規模拡大に関する目標」や「作業路網の整備に関する一定の水準」を達成で

きなかった場合 
ロ 特例山林の面積の合計が100haを下回ることとなった場合 
ハ 他の山林の所有者からの経営の委託（森林経営計画が所在する林班内の山林についての
委託に限ります。）の申出を拒んだ場合  など

ｂ 
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備の
いずれも行わない年があった場合 

ｃ 

特例山林について、譲渡等又は路網未整備等があった場合 

(注) 譲渡等とは、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借

権の設定をいい、路網未整備等とは、作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的か

つ効率的な経営に適さなくなった山林となった場合として一定の場合をいいます。 

ｄ 特例山林に係る山林の経営を廃止した場合 

ｅ 所得税法第32条第１項に規定する山林所得に係る収入金額が０となった場合 

ｆ この特例の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 

ｇ 継続届出書の提出がなかった場合 

② 利子税 

 上記①により納付する相続税額については、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限ま

での期間（日数）に応じ、年3.6％の割合で利子税がかかります。 

ただし、各年の利子税特例基準割合（注）が7.3％に満たない場合には、その年中においては次

の算式により計算した割合（0.1％未満の端数は切捨て、その割合が0.1％未満の割合である場

合は年0.1％）が適用されます。 

（算式） 

（注）「利子税特例基準割合」については、27ページの②の※を参照してください。

利子税特例基準割合（注）

    7.3％      
3.6％× 
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